
① 男女共同参画の意識づくり

・ ワーク・ライフ・バランスの普及啓発 〇 長南町特定事業主
・ 介護サービス情報の提供 行動計画における
・ 子育て支援 男女問わず育児参加
・ 放課後児童クラブ 休暇取得率
・ 保育サービス ・ 保育所園庭開放事業
・ 就学支援事業 〇 厚生労働省
・ 女性活躍推進法等の啓発 「プラチナえるぼし」
・ 再就職支援セミナー等の開催 の取得

・ 長南町特定事業主行動計画の推進 〇 各委員会における
・ 長南町人材育成基本方針の推進 女性登用率
・ 各種委員会への登用促進・公募の推進

・ ＤＶ相談体制の広報
・ 住民基本台帳・戸籍事務における 〇 広報紙・ホーム

ＤＶ被害者支援措置の実施 ページへの関連
・ ＤＶ被害者の生活支援 情報掲載
・ 子ども相談業務
・ 長南町虐待防止対策等ネットワーク

・ ちょな丸ポイント事業
Ⅲ ・ 健（検）診事業

・ 予防接種助成事業 〇 ちょな丸ポイント
・ 母子保健事業 事業参加者
・ 健康推進事業
・ 生涯スポーツの推進

・ 男女共同参画の視点を取り入れた 〇 スクールバス見守り
地域防災計画 隊における全体の人

・ 地域防災組織の推進 数及び女性隊員数 人 人
・ 地域防犯活動の推進

・ 長南町特定事業主行動計画の推進(再掲） 〇 長南町特定事業主
・ 長南町人材育成基本方針の推進（再掲） 行動計画の推進
・ 情報の公表 (女性管理職の割合）

令和３年３月策定

⑥ 生涯を通じた健康づくりの推進

⑦
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人権教育の推進
人権啓発活動

男女共同参画関連講座
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千葉県男女共同参画
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ワーク・ライフ・
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における男女共同参画
の推進

⑧ 女性活躍の推進

⑤
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の推進
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0名 → 2名

年0回

男女共同参画社会
の実現に向けた
基盤づくり

男女が互いを尊重できる
教育・学習の充実

健康で安心安全な
社会づくり

あらゆる分野での
男女共同参画の
実現
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計画の体系
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長南町男女共同参画計画／ＤＶ対策基本計画／女性活躍推進計画

重点取組



基本的な課題⑧　女性活躍の推進

【長南町男女共同参画計画におけるＳＤＧｓ対応表】

基本的な課題①　男女共同参画の意識づくり

基本的な課題②　男女が互いを尊重できる教育・学習の充実

基本的な課題③　ワーク・ライフ・バランスの推進

基本的な課題④　政策・方針決定過程における男女共同参画の推進

基本的な課題⑤　あらゆる暴力の根絶と人権の尊重

基本的な課題⑥　生涯を通じた健康づくりの推進

基本的な課題⑦　防災・防犯分野における男女共同参画の推進

あらゆる場所のあらゆ
る形態の貧困を終わら
せる

２
飢餓を終わらせ、食料
安全保障及び栄養改善
を実現し、持続可能な
農業を促進する

３
あらゆる年齢の全ての
人々の健康的な生活を
確保し、福祉を促進す
る

４
全ての人に包摂的かつ
公正な質の高い教育を
確保し、生涯学習の機
会を促進する

５
ジェンダー平等を達成
し、全ての女性及び女
児の能力強化を行う

６
全ての人々の水と衛生
の利用可能性と持続可
能な管理を確保する

７
全ての人々の、安価か
つ信頼できる持続可能
な近代的エネルギーへ
のアクセスを確保する

８
包摂的かつ持続可能な
経済成長及び全ての
人々の完全かつ生産的
な雇用と働きがいのあ
る人間らしい雇用
（ディーセント・ワー
ク）を促進する

９
強靭（レジリエント）
なインフラ構築、包摂
的かつ持続可能な産業
化の促進及びイノベー
ションの推進を図る

１０
各国内及び各国間の不
平等を是正する

１１
包摂的で安全かつ強靭
（レジリエント）で持
続可能な都市及び人間
居住を実現する

１２
持続可能な生産消費形
態を確保する

１３
気候変動及びその影響
を軽減するための緊急
対策を講じる

１４
持続可能な開発のため
に海洋・海洋資源を保
全し、持続可能な形で
利用する

１５
陸域生態系の保護、回
復、持続可能な利用の
推進、持続可能な森林
の経営、砂漠化への対
処、並びに土地の劣化
の阻止・回復及び生物
多様性の損失を阻止す
る

１６
持続可能な開発のため
の平和で包摂的な社会
を促進し、全ての人々
に司法へのアクセスを
提供し、あらゆるレベ
ルにおいて効果的で説
明責任のある包摂的な
制度を構築する

１７
持続可能な開発のため
の実施手段を強化し、
グローバル・パート
ナーシップを活性化す
る

計画の推進体制

（１）庁内における推進
①庁内推進体制

▶長南町男女共同参画計画策定懇話会の定期的な開催
▶横断的かつ積極的な取組の推進

②男女共同参画推進の率先的な遂行

▶庁内推進体制の機能強化
▶女性管理職の積極的な登用
▶職員への男女共同参画に関する研修の充実

③各種審議会等への女性の登用

▶行政における審議会等委員会での女性の積極的な登用の推進

（２）住民及び関係機関等との連携
①住民との協働による推進

▶地域団体や企業等との連携
▶計画内容の周知、各種情報の提供、ネットワークづくりの支援
▶住民・企業・地域団体等の自主的かつ主体的な取組の推進

②国・県・関係機関との連携

▶国・県など上位計画との整合性への配慮
▶国や県及び男女共同参画関係機関等との連携・協力
▶情報共有を図るための体制の構築

（３）男女共同参画に関する情報の提供
▶計画の進捗状況に関する情報公開
▶広報紙・ホームページ等を活用した男女共同参画に関する情報提供
▶企業等に対する働きかけの推進

（４）施策の評価
▶長南町男女共同参画計画策定懇話会による進捗状況の把握、施策の評価
▶制度改正等の動向を踏まえ、「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」の
ＰＤＣＡサイクル（効果検証）に合わせ、計画の見直しや新たな施策の展開

を検討


